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市外局番は（048）です

事 業 者 イベント講座・教室

振り込め詐欺などに注意！！
不審な電話を受けたら一人で考えず、家族や警察・市役所に相談しましょう

6月4日～10日は「歯と口の健康週間」「歯と口の健康週間」
　人生何歳になってもおいしい物をおいしく食べ、身も心も元気に保ちたいものです。そのためには健康な
歯・口およびその周囲の機能を保ち続けることが必要不可欠となります。日本歯科医師会は、生涯を通して自
分の歯でよくかんで味わえる食生活を目指す｢8020運動｣を推進しており、近年では2人に1人が達成していま
す。さらに多くの方が達成できるよう越谷市歯科医師会は皆さんの健康を歯・口から応援します！
∫越谷市歯科医師会☎940-1855

　認知症とは脳の萎縮や脳血管障害などにより
認知機能が低下し、物忘れなどの症状によって
日常生活に支障を来す状態と定義されていま
す。認知症は高齢化とともに増加し、2012年は
65歳以上の高齢者の7人に1人といわれていまし
たが、2025年には5人に1人になると見込まれて
います。歯周病は糖尿病や高血圧などの全身疾
患に影響を及ぼすことが知られていますが、認
知機能との関連も注目されています。
　歯周病は歯を失う最も大きな原因ですが、認
知症患者の口腔内は、健常者と比べ、虫歯・歯
周病の有病率が高く、多くの歯を喪失してい
る、義歯が合っていないもしくは不潔なままで
使用しているなど、認知機能の低下により口腔
内の清掃状態が不良であることが見受けられま
す。
　また、認知症の発症リスクは、残っている歯
が少ないほど高くなるといわれており、歯をほ
とんど失った人は、歯が20本以上ある人と比べ
認知症発症リスクが1.85倍高くなるといわれて
います。
　一方で、歯をほとんど失っても義歯を使用し

ている人の認知症のリスクは1.09倍といわれて
おり、歯を失っても義歯を使用し、そしゃく機
能を補うことで、よくかんで味わえるようにな
り脳への刺激が増え、認知症のリスクを低下さ
せる可能性があります。

　認知症やそれに似た症状を示す疾患や病態は
さまざまですが、アルツハイマー病が最も高い
割合を占めています。脳梗塞や脳出血などの脳
血管の病気による脳血管性認知症とは違い、ア
ルツハイマー病は脳の神経細胞が通常よりも早
く減ってしまうことで認知機能が低下する神経
変性疾患に分類されます。
　アルツハイマー病は脳の神経細胞の減少につ
れ、徐々に物忘れをしたり、時間や場所が分か
らなくなる中核症状が現れます。これに伴い、
暴言や暴行、不安、気分が落ち込むなどの行動
心理症状なども見られ、やがて寝たきりの状態
になります。患者の約半数が発症から2年～8年
で寝たきりとなり、発症から死亡に至るまでの
平均期間は約8年～10年といわれています。
　原因については諸説ありますが、最も有力な
のは脳にアミロイドβや、タウたんぱく質がた
まり、神経細胞が減少することで発症するとい
う説です。
　このたんぱく質の生成は歯周病菌とそれによ

る慢性的な炎症状態が続くことで産生される炎
症性物質と関連があり、脳において神経細胞を
低下させる危険因子となります。

　これらが歯肉から血液中に入り全身を巡るこ
とで、アルツハイマー病だけでなく脳梗塞、誤
嚥性肺炎、心筋梗塞、動脈硬化、糖尿病、高血
圧、早産、肝炎などの発症率にも影響します。
　今回は認知症に注目しましたが、歯周病によ
り歯を喪失したままにする歯周病菌が多い状態
は、直接的または間接的に全身疾患に影響する
といえます。

　定期的な健診とメンテナン
スで生涯にわたり歯周病、口
腔内の環境を整えていただ
き、おいしく食べて元気で過
ごしましょう！

越谷市歯科医師会
糸川歯科医院

歯周病と認知症と

歯周病菌が全身に及ぼす
影響について

歯周病と認知症の関連性

定期的な健診を

糸川 拓夫

　　　　　 が
できます
不在者投票
郵便等で

　7月に参議院議員通常選挙が予定されてい
ます。身体に重度の障がい等があり、一定の
要件に当てはまる方は、郵便等による不在者
投票ができます。
　また、郵便等による不在者投票ができる方
のうち、投票の記載ができず、一定の要件に
当てはまる方には｢代理記載制度｣がありま
す。
　郵便等による不在者投票等を行うには｢郵
便等投票証明書｣が必要です。お持ちでない
方は事前に選挙管理委員会事務局へご申請く
ださい。
＊詳しくは、下記へお問い合わせ
いただくか、右記の二次元コー
ドから市ホームページをご覧く
ださい
∫選挙管理委員会事務局☎963-9276

選挙の前にご申請ください

ハチマルニイマル

人権それは愛
無戸籍の問題について
～無戸籍者について知っていますか～

　戸籍とは、人の出生から死亡に至るまで
の親族関係を登録公証するもので、日本国
民について編製され、日本国籍を公証する
唯一の制度です。
　日本では子どもを出産した場合、法律に
基づいた届け出を行うことにより、その子
どもが戸籍に記載される規定となっていま
す。しかしながら、何らかの理由により出
生の届け出が行われない場合、戸籍に記載
されない無戸籍者となってしまいます。こ
のことにより、住民票も作成されず、教育
や行政サービスが十分に受けられない、住
む場所や就労の機会を失うなど、社会生活
上の様々な不利益が生じ、深刻な問題と
なっています。
　無戸籍者となる原因の多くが、国におい
て法改正の議論が進められている｢離婚後
300日問題｣にあります。現在の民法では、

離婚後300日以内に生まれた子どもは前夫
の子と推定されます。子が別の男性との間
の子どもであっても前夫の子として戸籍に
記載されます。そのことで、前夫の子ども
と推定されることを避けるためや、DV(ド
メスティックバイオレンス)等により前夫
に子どもの存在を知られたくないなどの理
由により、出生届の提出をためらう方がい
ることがわかっています。
　あなたの周りに、戸籍や住民票が無く、
学校へ進学できない、健康保険への加入が
できないなどの社会生活が困難なことに悩
んでいる方はいませんか。
　全国の法務局・地方法務局及びその支局
または市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解
消のための相談を受け付けています。
∫人権・男女共同参画推進課☎963-9119、
生涯学習課☎963-9283

歯周病菌と炎症性
物質の血管内循環
による慢性炎症
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マー病の病態促進

歯の喪失・義歯
の未使用
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